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○
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る
法
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立
入
検
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す
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明
書
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め
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変
更
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決
定
及
び
土
地
改

良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し
の
縦
覧

（
川
越
農
林
）

四
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関
す
る
告
示
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総
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田
農
業
研
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所
）

四

○
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○
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了
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課
）

八

○
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設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（

〃

）

八

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（

〃

）

八

○
普
通
肥
料
の
検
査
結
果
の
公
表
に
関

す
る
告
示

（
農
総
研
水
田
農
業
研
究
所
）

八

○
特
殊
肥
料
の
検
査
結
果
の
公
表
に
関

す
る
告
示

（

〃

）

九

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
の
位
置

の
指
定

（
北
本
県
土
）

一
〇

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
飯
能
県
土
）

一
〇

○

〃

（

〃

）

一
〇

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
の
位
置

の
指
定

（
熊
谷
県
土
）

一
一

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
行
田
県
土
）

一
一

○
県
道
上
尾
久
喜
線
の
区
域
の
変
更

（
杉
戸
県
土
）

一
一

○
県
道
上
尾
久
喜
線
の
供
用
の
開
始

（

〃

）

一
二

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（

〃

）

一
二

○
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー
全
身

用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
断
層
装
置
（
Ｘ
線

Ｃ
Ｔ
装
置
）
一
式
の
購
入
に
関
す
る

契
約
の
相
手
方
等
の
公
示

（
経
営
管
理
課
）

一
三

埼玉県発行

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様

式
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
規
則
第
一
号

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書

の
様
式
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様

式
を
定
め
る
規
則
（
平
成
元
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
六
十
六
条
第
五
項
」
を
「
第
六
十
六
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
（
裏
）
中
「報

告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
販
売
業
者
等

」
を
「報

告
若
し
く

は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
を
命
じ
、
又
は
そ
の
職
員
に
販
売
業
者
等

」
に
、
「関

連
商
品

」
を
「政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
関
連
商
品

」
に
、
「報

告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員

に
、
密
接
関
係
者
」を「
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
命
じ
、
又
は
そ
の
職
員
に
密
接
関
係
者

」

に
、
「５

第
１
項
、
第
２
項
又
は
前
項

」
を
「７

第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
（
こ
れ
ら
の
規

－１－
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定
を
前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）又
は
第
５
項

」
に
、
「６

第
１

項
、
第
２
項
又
は
第
４
項

」
を
「８

第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
６
項
に

「�
第
６
６
条
第
１
項

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）又
は
第
５
項

」
に
、

を
し
、
又
は
こ
れ
ら

「
�
第
６
６

の
号
に
お

く
は
同
条

若
し
く
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告

は
同
項
の

を

の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

」
�
第
６
６

の
号
に
お

く
は
同
条

は
同
項
の

条
第
１
項
（
同
条
第
６
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ

い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
若
し

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
物
件
を
提
出
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
を
提
出
し
、
又

規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

に
改
め

条
第
２
項
（
同
条
第
６
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ

い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
若
し

第
２
項
の
規
定
に
よ
る
資
料
を
提
出
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
資
料
を
提
出
し
、
又

規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

」

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
二
十
七
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並

び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年

度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支

予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
県

央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法

（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

:
//w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
エ
ン
ジ
ョ
イ
・
パ

ー
ト
ナ
ー
ほ
っ
と

三

代
表
者
の
氏
名

下
里

晴
朗

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
北
本
市
高
尾
六
丁
目
一
三
七
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
の
あ
る
方
、
高
齢
者

に
対
し
、
生
活
に
関
わ
る
介
護
、
支
援
サ
ー

ビ
ス
提
供
を
行
い
、
そ
の
方
た
ち
が
自
立

し
、
自
分
な
り
に
楽
し
く
豊
か
に
暮
ら
せ
、

ほ
っ
と
安
心
の
で
き
る
社
会
を
目
指
し
、
地

域
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
二
十
八
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
利
根
地

域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼

玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://
w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
子
育
て
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
た
ん
ぽ
ぽ

三

代
表
者
の
氏
名

内
海

弘
美

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
久
喜
市
中
央
三
丁
目
一
番
七
号

杉
村
ビ
ル
三
階

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
久
喜
市
及
び
そ
の
周
辺
地

域
の
人
々
に
対
す
る
子
育
て
支
援
を
目
的

に
、
子
育
て
に
関
す
る
団
体
及
び
個
人
の
相

互
の
情
報
交
換
を
支
援
し
、
地
域
社
会
に
お

け
る
市
民
活
動
・
行
政
・
企
業
・
学
校
等
が

－２－
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連
携
す
る
た
め
の
環
境
を
作
り
、
豊
か
な
地

域
社
会
の
形
成
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
二
十
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地

域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼

玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://
w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
た
け
の
こ

三

代
表
者
の
氏
名

山
�

繁

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
深
谷
市
上
野
台
百
二
十
九
番
地
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
保
育
が
必
要
と
さ
れ
る
小

学
校
児
童
の
豊
か
で
安
全
な
放
課
後
及
び
学

校
休
業
日
の
生
活
の
場
を
築
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
児
童
の
心
身
の
健
や
か
な
発
達
を
援
助

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
三
十
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地

域
振
興
セ
ン
タ
ー
本
庄
事
務
所
に
お
い
て
備
え

置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す

る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（http
://w

w
w
.saitam

aken-npo.net/
））に

よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
一
月
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
チ
ー
ム
Ｆ

三

代
表
者
の
氏
名

福
島

俊
男

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
本
庄
市
銀
座
三
丁
目
一
番
二
十
七

号
五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
本
庄
市
が
進
め
て
い
る
、

行
政
と
市
民
・
諸
団
体
が
力
を
あ
わ
せ
て
取

組
む
「
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
」
に
共
感
し
、

行
政
と
の
協
同
・
分
担
、
諸
団
体
と
の
連
携

に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
事
業
を
行
う

こ
と
に
よ
り
、
�
人
と
ひ
と
と
の
絆
�
を
大

切
に
し
た
「
安
全
で
安
心
、
元
気
な
ま
ち
づ

く
り
」
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
、
合
わ
せ

て
、
市
民
の
社
会
参
加
へ
の
機
会
を
提
供
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
三
十
一
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く

方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方

法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（http
://w

w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に

よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
十
二
月
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人
大
人
の
学
校

三

代
表
者
の
氏
名

山
野
井

美
代

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
五
丁
目
一

番
一
一
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
で
暮
ら
す
人
々
に
対

し
て
、
食
・
研
修
・
市
民
力
・
生
活
文
化
・

美
と
健
康
を
テ
ー
マ
と
す
る
講
座
を
開
催

し
、
受
講
す
る
人
々
が
、
講
座
を
通
し
て
問

題
へ
の
解
決
の
糸
口
を
探
り
な
が
ら
、
時
代

を
超
え
て
真
実
を
学
び
深
め
、
同
時
に
、
必

要
と
さ
れ
る
情
報
を
発
信
で
き
る
よ
う
な
、

豊
か
で
活
き
活
き
と
し
た
事
業
を
行
い
、
活

力
あ
る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
三
十
二
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

な
お
、当
該
申
請
に
係
る
定
款
、役
員
名
簿
、

－３－
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設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算

書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く

方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方

法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（http
://w

w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に

よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
フ
レ
ン
ズ
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

三

代
表
者
の
氏
名

霜
田

紀
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
丁
目
一

六
番
一
一
号
埼
玉
ビ
ル
二
階
Ａ
号
室

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
精
神
障
害
者
に
対
し
て
、

自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む

こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
を
行
い
、
も
っ
て

精
神
障
害
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
と
と
も

に
、
障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
市
民
が
相

互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
安
心
し
て
暮
ら

す
こ
と
の
で
き
る
地
域
社
会
の
実
現
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
三
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
で
さ
ら
に

準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
狭
山
市
長
か
ら
の
市
営
土
地
改
良
事
業
笹

井
地
区
（
基
盤
整
備
促
進
事
業
）
計
画
変
更
の

同
意
協
議
を
平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日
適

当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
三

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
八
条

第
九
項
で
さ
ら
に
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
決
定
に

係
る
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

縦
覧
期
間

平
成
二
十
一
年
一
月
十
三
日
か
ら
平
成
二

十
一
年
二
月
九
日
ま
で

二

縦
覧
場
所

狭
山
市
役
所

埼
玉
県
告
示
第
三
十
四
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
年

十
一
月
十
八
日
次
の
肥
料
を
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
三
十
五
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
二
十
年
十
月
三
日
次
の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

登
録
番
号

肥

料

の

種

類

肥

料

の

名

称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ

の

他

の

規

格

生

産

業

者

の

氏

名

又

は

名

称

及

び

住

所

埼
玉
県
第

六
七
五
号

魚
か
す
粉
末

魚
荒
骨
５

窒
素
全
量

五
・
〇

り
ん
酸
全
量

一
七
・
〇

関
東
肥
料
工
業
株
式
会
社

東
京
都
江
東
区
福
住
一
丁
目
１
２
番
１
５
号

埼
玉
県
第

六
七
六
号

魚
か
す
粉
末

魚
荒
骨
８

窒
素
全
量

八
・
〇

り
ん
酸
全
量

一
〇
・
〇

関
東
肥
料
工
業
株
式
会
社

東
京
都
江
東
区
福
住
一
丁
目
１
２
番
１
５
号

－４－
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埼
玉
県
告
示
第
三
十
六
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
二
十
年
十
月
十
七
日
次
の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

登
録
番
号

肥

料

の

種

類

肥

料

の

名

称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

登

録

の

有

効

期

限

生

産

業

者

の

氏

名

又

は

名

称

及

び

住

所

埼
玉
県
第

六
〇
一
号

乾
燥
菌
体
肥
料

乾
燥
菌
体
肥
料
４
２
号

窒
素
全
量

四
・
〇

り
ん
酸
全
量

二
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量
及
び
そ
の
他

の
制
限
事
項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

平
成
二
十
三
年
十
月
十
七
日

朝
日
工
業
株
式
会
社

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
三
丁
目
１
番
１
号

埼
玉
県
第

六
二
五
号

乾
燥
菌
体
肥
料

乾
燥
菌
体
肥
料
７
６
号

窒
素
全
量

七
・
〇

り
ん
酸
全
量

六
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量
及
び
そ
の
他

の
制
限
事
項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
七
日

朝
日
工
業
株
式
会
社

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
三
丁
目
１
番
１
号

登
録
番
号

肥

料

の

種

類

肥

料

の

名

称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

登

録

の

有

効

期

限

生

産

業

者

の

氏

名

又

は

名

称

及

び

住

所

埼
玉
県
第

六
五
〇
号

魚
か
す
粉
末

１
０
―
５
フ
ィ
ッ
シ
ュ
ミ
ー
ル

窒
素
全
量

一
〇
・
〇

り
ん
酸
全
量

五
・
〇

平
成
二
十
六
年
十
月
二
十
二
日

大
東
肥
料
株
式
会
社

東
京
都
江
東
区
亀
戸
六
丁
目
４
９
番
１
２
号

埼
玉
県
第

六
六
三
号

配
合
肥
料

１
―
２
０
ゆ
う
き
く
ん

窒
素
全
量

一
・
〇

り
ん
酸
全
量

二
〇
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量
及
び
そ
の
他

の
制
限
事
項
は
公
定
規
格

の
と
お
り

平
成
二
十
三
年
十
一
月
九
日

大
東
肥
料
株
式
会
社

東
京
都
江
東
区
亀
戸
六
丁
目
４
９
番
１
２
号

－５－

第����号平成��年�月�日（金曜日）
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埼
玉
県
告
示
第
三
十
七
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
二
十
年
十
二
月
八
日
次
の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
三
十
八
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

成
二
十
年
十
二
月
十
六
日
次
の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
第

四
四
三
号

魚
か
す
粉
末

７
�
０
魚
か
す
粉
末

窒
素
全
量

七
・
〇

り
ん
酸
全
量

五
・
〇

平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
一
日

大
東
肥
料
株
式
会
社

東
京
都
江
東
区
亀
戸
六
丁
目
４
９
番
１
２
号

埼
玉
県
第

四
四
四
号

混
合
有
機
質
肥
料

６
�
０
魚
か
す
混
合
肥
料

窒
素
全
量

六
・
〇

り
ん
酸
全
量

四
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量
は
公
定
規
格

の
と
お
り

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
一
日

大
東
肥
料
株
式
会
社

東
京
都
江
東
区
亀
戸
六
丁
目
４
９
番
１
２
号

埼
玉
県
第

四
四
五
号

混
合
有
機
質
肥
料

５
�
０
魚
か
す
混
合
肥
料

窒
素
全
量

五
・
〇

り
ん
酸
全
量

五
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量
は
公
定
規
格

の
と
お
り

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
一
日

大
東
肥
料
株
式
会
社

東
京
都
江
東
区
亀
戸
六
丁
目
４
９
番
１
２
号

登
録
番
号

肥

料

の

種

類

肥

料

の

名

称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

登

録

の

有

効

期

限

生

産

業

者

の

氏

名

又

は

名

称

及

び

住

所

埼
玉
県
第

五
〇
六
号

混
合
有
機
質
肥
料

混
合
有
機
質
肥
料
５
�
５
�
２
号

窒
素
全
量

五
・
〇

り
ん
酸
全
量

五
・
〇

加
里
全
量

二
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成

分
の
最
大
量
は
公
定
規
格

の
と
お
り

平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
二
日

千
成
産
業
株
式
会
社

埼
玉
県
日
高
市
原
宿
７
５
３
番
地
の
１

－６－

第����号平成��年�月�日（金曜日）
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埼
玉
県
告
示
第
三
十
九
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥
料

の
登
録
が
失
効
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

埼
玉
県
告
示
第
四
十
号

平
成
二
十
年
十
二
月
二
日
付
け
埼
玉
県
告
示
第
千
六
百
二
十
号
で
告
示
し
た
都
市
計
画
に
関
す

る
次
の
公
聴
会
に
つ
い
て
は
、
公
述
申
出
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
の
で
、
埼
玉
県
都
市
計
画
公
聴

会
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
埼
玉
県
規
則
第
三
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
開
催
を

中
止
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

登
録
番
号

肥

料

の

種

類

肥

料

の

名

称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ
の
他
の
規
格

登

録

の

有

効

期

限

生

産

業

者

の

氏

名

又

は

名

称

及

び

住

所

埼
玉
県
第

六
二
七
号

蒸
製
骨
粉

２
１
�
０
蒸
製
骨
粉

窒
素
全
量

四
・
〇

り
ん
酸
全
量

二
一
・
〇

そ
の
他
の
制
限
事
項
は
公

定
規
格
の
と
お
り

平
成
二
十
七
年
一
月
七
日

株
式
会
社
イ
シ
ダ

東
京
都
墨
田
区
東
墨
田
２
丁
目
１
９
番
１
号

埼
玉
県
第

六
二
八
号

蒸
製
骨
粉

２
１
�
０
蒸
製
骨
粉

窒
素
全
量

四
・
〇

り
ん
酸
全
量

二
一
・
〇

そ
の
他
の
制
限
事
項
は
公

定
規
格
の
と
お
り

平
成
二
十
七
年
一
月
七
日

ミ
ヤ
コ
製
肥
株
式
会
社

東
京
都
墨
田
区
東
墨
田
２
丁
目
１
９
番
１
号

登
録
番
号

肥

料

の

種

類

肥

料

の

名

称

保
証
成
分
量
（
％
）

そ

の

他

の

規

格

生

産

業

者

の

氏

名

又

は

名

称

及

び

住

所

埼
玉
県
第

六
七
四
号

魚
か
す
粉
末

魚
骨
９

窒
素
全
量

九
・
〇

り
ん
酸
全
量

九
・
〇

関
東
肥
料
工
業
株
式
会
社

東
京
都
江
東
区
福
住
一
丁
目
１
２
番
１
５
号

埼
玉
県
第

三
三
五
号

生
石
灰

生
石
灰

ア
ル
カ
リ
分

八
〇
・
〇

吉
澤
石
灰
工
業
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
小
舟
町
３
番
２
号

番
号

都
市
計
画

区
域
名

市
町
村
名

都
市
計
画
の

種
類
及
び
名
称

期
日
及
び
時
間

場

所

一

和
光

和
光
市

「
都
市
計
画
区

域
の
整
備
、
開

発
及
び
保
全
の

方
針
」

「
区
域
区
分
」

「
用
途
地
域
」

平
成
二
十
一
年
一

月
十
五
日
午
後
二

時
か
ら

和
光
市
役
所
五
階
五
〇

三
会
議
室

－７－

第����号平成��年�月�日（金曜日）
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埼
玉
県
告
示
第
四
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
秩
父

都
市
計
画
墓
園
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

な
お
、
当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都

市
整
備
部
公
園
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

秩
父
市
大
宮
字
上
ノ
台
、
大
宮
字
東
平
、

大
宮
字
峯
沢
、
大
宮
字
中
峯
沢
、
大
宮
字
市

道
、
大
宮
字
上
後
矢
追
、
大
野
原
字
峯
沢
及

び
横
瀬
町
大
字
横
瀬
字
十
五
番
地
内

二

都
市
計
画
に
係
る
墓
園
の
名
称

一
号

秩
父
聖
地
公
園

埼
玉
県
告
示
第
四
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
十
二
月
十
六
日

指
令
杉
整
第
二
〇
〇
〇
〇
六
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
五
日
第
七
十
三

号
三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

南
埼
玉
郡
菖
蒲
町
大
字
下
栢
間
字
上
在
来

九
一
五
番
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
港
区
台
場
二
丁
目
三
番
二
号

昭
和
シ
ェ
ル
石
油
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

新
井

純

埼
玉
県
告
示
第
四
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
十
一
月
十
日

指
令
飯
整
第
二
〇
〇
〇
二
四
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
一
年
一
月
五
日
第
七
十
四
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

入
間
郡
越
生
町
大
字
西
和
田
字
川
内
三
四

九
番
一
外
四
六
筆

四

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

道
路

入
間
郡
越
生
町
大
字
西
和
田
字
川
内
三
四

九
番
四
外
一
八
筆

五

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

群
馬
県
高
崎
市
高
関
町
三
八
〇
番
地

株
式
会
社

カ
イ
ン
ズ

代
表
取
締
役

土
屋

裕
雅

埼
玉
県
告
示
第
四
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
七
日

指
令
杉
整
第
一
九
〇
〇
六
六
二
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
一
年
一
月
五
日
第
七
十
五
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
�
飾
郡
杉
戸
町
杉
戸
三
丁
目
四
六
番

一
、
四
八
番
一
、
五
二
番
一
、
五
二
番
六
、

五
二
番
七

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
渋
谷
区
広
尾
一
―
七
―
二
〇

株
式
会
社

サ
ジ
ェ
ス
ト

代
表
取
締
役
社
長

宮
内

宗
頼

埼
玉
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
一
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
普

通
肥
料
の
検
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日埼

玉
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

星

裕

治

平
成
２０
年
１１
月
分

－８－

第����号平成��年�月�日（金曜日）
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埼
玉
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
号

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
三
十
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
特

殊
肥
料
の
検
査
の
結
果
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日埼

玉
県
農
林
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

星

裕

治

備
考

検
査

の
概

要そ
の
他

検
査

保
証
票

の
検
査

分
析

検
査

指
摘
事
項

項
目

主
成
分
―
TN
、
TP

主
成
分
―
TN

主
成
分
―
TN
、
TP

有
害
成
分
―
カ
ド
ミ
ウ
ム

主
成
分
―
TN
、
TP

有
害
成
分
―
ひ
素
、
カ
ド
ミ
ウ
ム

肥
料
の
名
称

８
．０
雑
魚
荒
か
す
粉
末

９
．０
千
成
魚
節
煮
か
す

６
．２
千
成
乾
燥
菌
体
肥
料

千
成
混
合
有
機
質
肥
料

保
証
票
添
付
者

三
幾
飼
料
工
業
株
式
会
社

千
成
産
業
株
式
会
社

千
成
産
業
株
式
会
社

千
成
産
業
株
式
会
社

肥
料
の
種
類
等

魚
か
す
粉
末

魚
節
煮
か
す

乾
燥
菌
体
肥
料

混
合
有
機
質
肥
料

備
考

検
査

の
結

果

そ
の
他
の
検

査
水
分

（
％
）

２７
．６７

２９
．１２

５１
．１８

C/N

１５
．４

８
．５

２０
．４

TCa
（
％
）

３
．２１

２
．８６

１
．８４

TZn
（
m
g/kg）

１１３

１５７３０

TCu
（
m
g/kg）

２４３８７

TK
（
％
）

２
．２８

１
．４９

０
．０７

TP
（
％
）

２
．８０

２
．０５

１
．４２

TN
（
％
）

１
．６１

２
．９４

１
．４６

届
出

名

関
東
肉
牛
堆
肥

千
成
リ
サ
イ
ク
ル
堆
肥

よ
み
ガ
エ
ル

生
産
（
輸
入
又
は
販
売
）

届
出

業
者

有
限
会
社
関
東
肉
牛
肥
育

千
成
産
業
株
式
会
社

株
式
会
社
富
士
商
事

特
殊
肥
料
の

指
定
名

た
い
肥

注
１
分
析
検
査
及
び
そ
の
他
検
査
の
欄
は
、
検
査
対
象
荷
口
全
体
の
肥
料
を
代
表
し
得
る
よ
う
に
必
要
袋
数
（
ば
ら
の
場
合
に
は
、
必
要
部
位
数
）
を
抽
出
し
、
及
び
混
合
し
た
試
料
１
点
に

つ
い
て
検
査
し
た
結
果
で
あ
る
。

２
分
析
検
査
項
目
に
係
る
指
摘
事
項
は
、
分
析
値
と
規
格
・
基
準
値
又
は
表
示
値
と
を
比
較
し
た
結
果
で
あ
る
。

３
主
成
分
の
略
号
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

TN
―
窒
素
全
量
、
TP―

り
ん
酸
全
量

平
成
２０
年
１１
月
分

－９－

第����号平成��年�月�日（金曜日）
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埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

る
道
路
の
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
長

榎

本

恵

樹

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

根

岸

功

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
三
月
二
十
一
日

指
令
飯
整
第
一
九
〇
〇
四
九
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
五
日

飯
整
第
二
〇
〇
〇
三
二
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
前
久
保
字
東
本
五

二
一
番
二

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

ふ
じ
み
野
市
上
野
台
三
丁
目
６
番
１
２
１

棟
４
０
２
号

栗
原

良
昭

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

根

岸

功

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
六
月
十
三
日

指
令
飯
整
第
二
〇
〇
〇
〇
四
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
〇
年
十
二
月
二
十
六
日

飯
整
第
二
〇
〇
〇
三
四
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
長
瀬
字
塚
場
七
五

〇
番
五

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
岩
井
一
八
六
六
番

地
二
三

森

一
人

２１
．０２

５２
．４６

６
．９

３
．０

６
．５５

０
．０６

９６６５

５２８２

０
．８１

１
．３９

７
．３４

１
．１６

３
．６３

５
．７７

豚
ぷ
ん
パ
ワ
ー

ソ
ル
ノ
ー
ス
A

仲
田
稔

三
幾
飼
料
工
業
株
式
会
社

指
定
番
号

指

定

年

月

日

指

定

し

た

道

路

の

位

置

道
路
の
幅
員

（
単
位
メ
ー
ト
ル
）

道
路
の
延
長

（
単
位
メ
ー
ト
ル
）

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称

第

三

号

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
五
日

北
足
立
郡
伊
奈
町
大
字
小
室
字
本
五
千
六
百
五
十

四
―
五

四
・
〇
〇

三
二
・
九
一

蓮
田
市
本
町
五
番
十
六
号

信
栄
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

櫻
井
道
正

備
考
：
１
分
析
検
査
を
実
施
し
た
成
分
等
の
略
号
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

TN
―
窒
素
全
量
、
TP―

り
ん
酸
全
量
、
TK
―
加
里
全
量
、
TC
u―
銅
全
量
、
TZn―

亜
鉛
全
量
、
TC
a―
石
灰
全
量
、
C
/N
―
炭
素
窒
素
比
、
水
分
―
水
分
含
有
量

２
分
析
値
は
原
則
と
し
て
現
物
当
た
り
の
数
値
で
あ
る
。
た
だ
し
、
備
考
欄
に
「
乾
物
当
た
り
」
と
記
載
の
あ
る
場
合
は
、
水
分
を
除
き
他
の
項
目
は
乾
物
当
た
り
の
数
値
で
あ
る
。

－１０－

第����号平成��年�月�日（金曜日）
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埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

る
道
路
の
位
置
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長

小

川

倫

正

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長

南

沢

郁
一
郎

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日

指
令
行
整
第
二
〇
〇
〇
一
九
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
六
日
第
三
十
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

北
埼
玉
郡
大
利
根
町
大
字
中
渡
字
中
内
一

一
―
三
、
一
二
―
一
、
一
二
―
三
、
一
二
―

五
、
一
二
―
六
、
一
二
―
七

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

埼
玉
県
北
埼
玉
郡
大
利
根
町
大
字
中
渡
一

二
番
地
三

根
岸

正
明

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

平

井

順

一

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

上
尾
久
喜
線

三

道
路
の
区
域

指
定
番
号

指

定

年

月

日

指

定

し

た

道

路

の

位

置

道
路
の
幅
員

（
単
位
メ
ー
ト
ル
）

道
路
の
延
長

（
単
位
メ
ー
ト
ル
）

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称

第

四

号

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日

大
里
郡
寄
居
町
大
字
牟
礼
字
福
泉
坊
千
四
百
六
十

八
番
一
、
千
四
百
六
十
八
番
六

六
・
〇
〇

三
十
八
・
四
七

大
里
郡
寄
居
町
大
字
富
田
四
十
一
番
地
二

株
式
会
社
拓
新

代
表
取
締
役

新
井

弘

－１１－

第����号平成��年�月�日（金曜日）
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埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
一
月
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

平

井

順

一

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長

平

井

順

一

一

許
可
番
号

平
成
二
十
年
十
月
二
十
一
日

指
令
杉
整
第
二
〇
〇
〇
九
〇
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
五
日

杉
整
第
一
四
〇
〇
―
一
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

南
埼
玉
郡
宮
代
町
大
字
須
賀
字
鹿
沼
一
二

二
四
―
一
、
一
二
二
七
―
二
、
一
二
二
九
―

三

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

川
口
市
長
蔵
二
―
二
―
八

サ
ニ
ー
レ
ジ

デ
ン
ス
Ⅱ

一
〇
二
号

中
村

秀
貴

旧
新
別

区

間

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

旧
Ａ

久
喜
市
大
字
下
早
見
字
内
谷
一
八
三
五
番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
下
早

見
字
内
谷
一
八
二
九
番
地
先
ま
で

一
九
・
六
一
〜二

〇
・
八
四

一
三
三
・
六
二

平
成
二
十
年
七
月
四
日
付
け
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告

示
第
五
十
九
号
で
設
置
し
た
、
圏
央
道
建
設
工
事
に
伴
う
迂
回
路

の
撤
去

新
Ａ

一
九
・
六
一
〜二

三
・
四
六

旧
Ｂ

九
・
五
〇
〜

一
四
・
九
二

一
二
四
・
〇
〇

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

備

考

上

尾

久

喜

線

久
喜
市
大
字
下
早
見
字
内
谷
一
八
三
五
番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
下
早

見
字
内
谷
一
八
二
九
番
地
先
ま
で

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

午
前
十
時

迂
回
路
撤
去
に
伴
う
道
路
の
一
部
拡
幅

延
長
一
三
三
・
六
二
メ
ー
ト
ル

－１２－

第����号平成��年�月�日（金曜日）



埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
一
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
契
約
の
相

手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す

る
。

平
成
二
十
一
年
一
月
九
日

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者

伊

能

睿

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー
全
身
用

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
断
層
装
置
（
Ｘ
線
Ｃ
Ｔ
装

置
）
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
立
循
環
器
・
呼
吸
器
病
セ
ン
タ
ー

事
務
局
業
務
部
埼
玉
県
熊
谷
市
板
井

１６９６
番
地

３
契
約
者
を
決
定
し
た
日

平
成
２０
年
１２
月
１６
日

４
契
約
者
の
氏
名
及
び
住
所

フ
ク
ダ
電
子
西
関
東
販
売
株
式
会
社

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
鹿
手
袋
四
丁
目

５
番
１０
号

５
契
約
金
額

１６２
，７５０
，０００
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
又
は
公
示
を
行
っ
た
日

平
成
２０
年
１０
月
３１
日

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

再生紙を使用しています。 －１３－

第����号平成��年�月�日（金曜日）
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